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第３６回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 令和 ２年 ５月２５日（月曜日）                

開催場所  標 茶 町 役 場 議 場 

○議 事 日 程      

第 １ 会議録署名委員の指名について        

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 会務報告 

第 ４ 報告第 ９０号 農用地利用関係調整・あっせん申出の取りやめに 

ついて                          １件 

第 ５ 議案第１９０号 農用地の賃貸借に係る合意解約について           １件                

第 ６ 議案第１９１号 現況証明願について                    ４件 

第 ７ 議案第１９２号 農業振興地域整備計画の変更について            ２件 

第 ８ 議案第１９３号 農地法第３条の規定による許可申請について         ４件

第 ９ 議案第１９４号 農地法第４条の規定による許可申請について         １件

第１０ 議案第１９５号 農地法第５条の規定による許可申請について         １件 

第１１ 議案第１９６号 農用地利用集積計画の作成の要請について         １８件 

  

 

○出席委員（１６名） 

    １番 澁谷  洋 君   ２番 高松 俊男 君   ３番 髙原 文男 君 

   ４番 橘  澄子 君   ５番 嶋中  勝 君   ６番 甲斐やす子 君 

   ７番 森田 享子 君   ８番 大泉 義明 君   ９番 渡邊 裕義 君 

  １０番 平間  清 君  １１番 類瀬 正幸 君  １２番 熊谷 英二 君 

  １３番 津野  斉 君  １４番 笛木 眞一 君  １５番 髙橋 政寿 君 

  １６番 佐瀨日出夫 君 

 

○議事参与の制限を受けた委員（ ３名） 

●●番 ●● ●● 君  ●●番 ●● ●● 君  ●●番 ●● ●● 君 

 

○欠席委員（ ０名） 

 

      

○その他出席者 

事務局長 相撲 浩信 君         振興係長 不藤さとみ 君         

農地係長 小幡 裕也 君         主  事 大河原 広 君 
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（会長 佐瀨日出夫君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

○会長（佐瀨日出夫君） 只今から第３６回標茶町農業委員会総会を開会致します。 

只今の出席委員は１６名、欠席０であります。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数に達しておりますので、

本総会は成立致しました。 

                                 （午前１０時２５分開会） 

◎開会の宣告 

○会長（佐瀨日出夫君） 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規則第８２条の規定により、 

      １１番・類瀨君    １２番・熊谷君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第３６回標茶町農業委員会総会の会期は本日１日限りと致したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、本総会の会期は本日１日と決定致しました。 

 

◎会務報告 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第３。会務報告を行います。 

 会務報告は印刷配布のとおりであります。 

 

◎報告第９０号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第４。報告第９０号、農用地利用関係調整・あっせん申出の取りや 

めについて、内容１件を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

 報告第９０号について説明いたします。 

 農用地利用関係調整・あっせん申出取りやめについて、農用地利用関係調整・あっせん申出につ

いて別紙のとおり取りやめがあったので報告するものであります。 

 別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 あっせん申出取りやめ者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出面積、９７．４ｈａ。 
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 指名年月日、平成３０年１０月５日。 

 申出の種類、売買。 

取りやめ申出年月日、令和２年４月２１日。 

取りやめ面積、９７．４㎡。 

これはですね、平成３０年１０月２４日開催の第１７回総会におきまして、番号２であっせん委

員の指名について審議されたものです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号１について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第９０号、内容１件は報告のとおり承認されました。 

   

◎議案第１９０号 

○会長（佐 日出夫君） 日程第５。議案第１９０号、農用地の賃貸借に係る合意解約について、 

内容１件を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 

○振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 議案第１９０号について説明させていただきます。 

農用地の賃貸借に係る合意解約について、農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知が

あった下記の件について、議決を求めるものであります。 

合意解約の通知があった土地の表示は、別紙のとおり１件であります。 

番号１。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 賃借人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

 土地の表示、字多和２１－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３８，３９４㎡外１筆、合計面積５１，０９３㎡。 

 設定内容、賃貸借。 

 契約年月日、平成３０年５月２９日。 

 契約期間、平成３０年５月２９日から令和５年５月２８日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日、令和２年５月７日。 

 土地の引渡し時期、令和２年５月７日となっております。 

 なお、調査結果につきましては、大泉委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ８番・大泉君。 

○８番（大泉義明君） ８番・大泉です。 
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議案第１９０号、番号１について報告致します。 

５月２２日に、現地を確認してまいりました。 

本件につきましては、賃貸人の要望により、賃貸人と合意解約するものです。 

賃貸人、●●●●さんと、賃借人、●●●● ●●●●さんの、土地の引渡し時期は令和２年５

月７日で、賃貸借の解約が合意された年月日は、令和２年５月７日と確認しております。  

引渡期限前６カ月以内に成立しているため、農地法第１８条第１項第２号の要件を満たし、許可

が不要であると判断致しました。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました８番・大泉君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君）ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については、原案可決されました。 

 以上をもって、議案１９０号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第１９１号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第６。議案第１９１号、現況証明願について、内容４件を議題と致

します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第１９１号について説明させていただきます。 

 現況証明願について、北海道農地法関係事務処理要領に基づき願出のあった、下記の土地の現況

証明願について議決を求めるものであります。 

 別紙のとおり４件であります。 

 番号１。 

 土地の所在、字標茶７１１－２。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、３，３３６㎡。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、原野。 

 所有者名、●●●●さん。 

申請者、●●●●さん。 



5 

 

 調査委員は、髙原委員、甲斐委員、大泉委員、笛木委員。 

 調査年月日は、平成３１年４月２５日。 

 なお、調査結果につきましては、髙原委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ３番・髙原君。 

○３番（髙原文男君） ３番・髙原です。 

 議案第１９１号、番号１について報告致します。 

 この件については、あっせん案件で平成３１年４月２５日に、笛木委員、大泉委員、甲斐委員、

事務局より相撲局長、大河原主事と私で現地を確認しております。 

 配布資料の１ページから２ページをご覧下さい。 

 当該地は、原野となっており、隣接農地とはっきり区分けされておりました。 

以上のことから、この土地は農地、採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 

 以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明並びに、現地調査にあたられ

ました、３番・髙原君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 番号２。 

 土地の所在、字熊牛原野１６線東５３－３。 

 登記簿地目、牧場。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、９４１㎡外１筆、合計面積は２，１６７㎡。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、原野。 

 所有者名、●●●●さん。 

申請者、●●●●さん。 

 調査委員は、大泉委員、髙原委員、熊谷委員、笛木委員。 

 調査年月日は、令和２年４月２０日。 

 なお、調査結果につきましては、大泉委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ８番・大泉君。 

○８番（大泉義明君） ８番・大泉です。 

 議案第１９１号、番号２について報告致します。 
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 この件につきましては、あっせん案件で令和２年４月２０日に髙原委員、熊谷委員、笛木委員、

事務局より大河原主事と私で現地調査を確認してました。 

 配布資料の３ページから４ページをご覧下さい。 

 当該地は、原野となっており、隣接農地とはっきりと区分けされておりました。 

以上のことから、この土地は農地、採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 

 以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号２について事務局の説明並びに、現地調査にあたられ

ました、８番・大泉君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

続いて番号３を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

振興係長小幡君。 

○振興係長（小幡裕也君） はい。 

 番号３。 

 土地の所在、字熊牛原野１８線東５－３。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、５，５１７㎡。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、原野。 

 所有者名、●●●●さん。 

申請者、●●●●さん。 

 調査委員は、嶋中委員、大泉委員、渡邊委員、熊谷委員。 

 調査年月日、令和２年５月１５日。 

 なお、調査結果につきましては、嶋中委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

 議案第１９１号、番号３について報告致します。 

 ５月８日付けで調査依頼があり、５月１５日に大泉委員、渡邊委員、熊谷委員と事務局より小幡

係長と現地調査をしてまいりました。 

 配布資料の５ページから６ページをご覧下さい。 

 当該地の現況は、小木などが生えており原野化されておりました、隣接農地とはっきりと区分け

されておりました。 

以上のことから、この土地は農地、採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 
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 以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号３について事務局の説明並びに、現地調査にあたられ

ました、５番・嶋中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については原案可決されました。 

続いて番号４を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号４。 

 土地の所在、字熊牛原野２０線東９－４。 

 登記簿地目、牧場。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 面積、３，９４８㎡外６筆、合計面積は４５，５５８㎡。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、未利用地。 

 所有者名は、●●●●さん。 

申請者、●●●●さん。 

 調査委員は、渡邊委員、嶋中委員、大泉委員、熊谷委員。 

 調査年月日、平成３０年１１月１６日となっております。 

 なお、調査結果につきましては、渡邊委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 

 議案第１９１号、番号４について報告致します。 

 この件については、あっせん案件で平成３０年１１月１６日に嶋中委員、大泉委員、熊谷委員、

事務局より小幡係長、湊谷主事で現地を確認しております。 

 配布資料の７ページから９ページをご覧いただきたいと思います。 

 当該地は、未利用地となっており、隣接農地とはっきりと区分けされておりました。 

以上のことから、この土地は農地、採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 

 以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号４について事務局の説明並びに、現地調査にあたられ

ました、９番・渡邊君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 
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○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号４については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１９１号、内容４件は原案可決されました。 

 

◎議案第１９２号 

○会長（佐 日出夫君） 日程第７。議案第１９２号、農業振興地域整備計画の変更について、内

容２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君）はい。 

 議案第１９２号について説明させていただきます。 

 農業振興地域整備計画の変更について、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２に

基づき、標茶町長より意見を求められた下記の件について、意見を求めるものであります。 

 意見を求められた土地の表示は、別紙のとおり２件であります。 

 番号１。 

 区分、用途区分変更。 

 地番、字西標茶４６番地１。 

 現況地目、畑。 

 面積、７，２０２．２２㎡。 

 事業計画の名称、スタック整備事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 事業開始、変更後。 

 事業の規模等、スタック１，４４０㎡。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農家用施設を整備するものであります。 

 他法令の許認可の見通し、農地法第５条申請中。 

 土地選定の理由、当該地は、農業用施設の建設に営農上最適であるとともに周辺には農用地以外

に代替すべき土地が無く、周辺農用地への支障も軽微なことからやむを得ず選定するものでありま

す。 

 番号１につきましては、平間委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐 日出夫君） １０番・平間君。 

○１０番（平間 清君） １０番・平間です。  

議案第１９２号、番号１について報告を致します。 

 ５月１２日に事務局より調査の依頼があり、５月２０日に高松委員、澁谷委員と事務局より小幡

係長、大河原主事と私で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１０ページから１３ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 この案件は、●●で酪農業を営む●●●●さんが●●●●さんが所有する土地に、農業用施設を
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建設するために、農振農用地区域内の農用地を農用地以外にすることを標茶町に申請し、その変更

が妥当かどうかの意見を町より求められたものであります。 

 この変更を受けようとする土地の表示及び状況、面積は記載のとおりと確認しております。 

 変更しようとする内容及び目的、計画についても記載のとおりと確認をしております。 

今回の変更面積につきましては、農業用施設の建設としては、妥当な面積と判断致します。 

周辺には農用地以外の代替地もなく、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ないもの

と判断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（佐 日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました１０番・平間君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君）はい。 

 番号２。 

 区分、除外。 

 地番、字虹別原野５６０番地１。 

 現況地目、畑。 

 面積、９７１．２９㎡ 

 事業計画の名称、農家住宅建設事業。 

 事業主体は、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 事業開始、除外後。 

 事業の規模等、住宅１０６．６１㎡。 

 土地所有者は、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農家住宅を建設するものであります。 

 他法令の許認可の見通し、該当なし。 

 土地選定の理由、当該地は住宅建設地とすることにより農業経営の上で有利となり、周辺には農

用地等以外の代替地も無く、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ず選定するものであ

ります。 

 番号２につきましては、調査委員であります笛木委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐 日出夫君） １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木。 

 議案第１９２号、番号２について報告致します。 
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 ５月１２日に事務局より調査の依頼があり、５月１９日に大泉委員、髙原委員と私、事務局より

大河原主事で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１４ページから１９ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 この案件は、●●●●さんが農家住宅を建設するため、農振農用地区域内の農地を農地以外にす

ることを標茶町に申請し、その変更が妥当かどうかの意見を町より求められたものであります。 

 調査の結果、妥当と判断し、問題ないと思われます。 

 この除外を受けようとする土地の表示及び状況、また除外しようとする面積は記載のとおり確認

しております。 

 除外しようとする内容及び、目的、計画についても記載のとおりと確認しています。 

 当該地は、周辺に代替地がなく、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ないものと判

断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（佐 日出夫君） 以上をもって番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました１４番・笛木君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１９２号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第１９３号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第８。議案第１９３号、農地法第３条の規定による許可申請につい

て内容４件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号２まで内容２件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件を、一括議題と致します。 

 なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

（●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第１９３号について説明させていただきます。 

 農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３条の規定による農地等の権利移転（設
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定）の許可申請があった下記の件について、議決を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり４件であります。 

番号１。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西標茶１５３－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１２２，８１８㎡外１筆、合計面積１３４，５４７㎡。 

契約の種類、交換。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、利便性向上のため、譲受人、利便性向上のため。 

 世帯員又は構成員、譲受人２名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人が２，２１７，２７３㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

番号２。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字栄２９－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２８，５１１㎡外１筆、合計面積は８６，４２１㎡。 

契約の種類、交換。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、利便性向上のため、譲受人、利便性向上のため。 

 世帯員又は構成員、譲受人２名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人が９２１，９５０㎡うち借入地４５１，７０４㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 なお、番号１、２につきましては、調査委員であります渡邊委員より、ご報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ９番・渡邊君。 

〇９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 

議案第１９３号、番号１、２について報告致します。 

５月１２日に事務局より調査依頼があり、５月１５日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

今回の申請は、●●●●さんと●●●●さん両方の、利便性向上のため農地を交換し、効率的な

農地を使用するため、今回の申請となりました。 

権利を取得する、●●さんの世帯員、所有地及び経営地の状況は記載のとおり確認致しました。 

●●さんと●●さんが申請地の農地すべてについて、耕作を行い、農作業に常時従事するかにつ

いても確認をしてまいりました。 

今回の申請地は、●●さんと●●さんの所有地に隣接する農地の取得ですので、周辺農地への影

響はなく効率的に利用されてると認められます。 

これらの調査の結果から、農地法第３条第２項各号に該当せず、要件を満たしておりますので、

許可については問題ないと判断致します。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１から番号２まで内容２件について事務局の説明、並

びに現地調査にあたられました９番・渡邊君の報告を終わります。 
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これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

 （｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件については原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

続いて番号３を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号３。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字阿歴内４７１－１。 

 地目、登記簿、山林。 

現況、畑。 

 面積、２，０１１㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、国有地払下げのため、譲受人、耕作地と隣接のため。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金２３，０００円。 

世帯員又は構成員、譲受人３名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人が７５８，５３５㎡。 

 経営の状況につきましては、省略させていただきます。 

 番号３につきましては、橘委員により報告願います。 

○会長（佐瀨日出夫君） ４番・橘君。 

〇４番（橘 澄子君） ４番・橘です。 

議案第１９３号、番号３について報告致します。 

５月１２日に事務局より調査依頼があり、５月２１日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

譲渡人の●●●●は、国有地払下げのため農地を譲渡し、譲受人の●●●●さんは耕作地と隣接

のため今回の申請となりました。 

権利を取得する、●●さんの世帯員、所有地及び経営地の状況は記載のとおり確認しております。 

●●さんが申請地を譲受後、農地すべてについて、耕作を行い、農作業に常時従事するかについ

ても、申請書に記載されたとおり確認しましたので、農地すべてについて耕作に常時従事すると認

められます。 

また経営農地面積は申請地を含め約７５．８ｈａとなりますので、下限面積要件は満たしていま

す。 

権利取得後に農作業に従事し、耕作することによる周辺農地への影響はなく、効率的かつ総合的
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に利用されると認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号に該当せず、要件を満たしておりますので、許可につ

いては問題ないと判断致します。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号３について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました４番・橘君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

 （｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については原案可決されました。 

続いて番号４を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号４。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字多和２１－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３８，３９４㎡外１筆、合計面積は５１，０９３㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、相手方要望、譲受人、経営規模拡大のため。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金２，０００，０００円。 

 世帯員又は構成員、譲受人１名。 

 畑、採放地については、譲受人が５１，０９３㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 番号４につきましては、大泉委員より報告をお願いいたします。 

○会長（佐瀨日出夫君） ８番・大泉君。 

〇８番（大泉義明君） ８番・大泉です。 

議案第１９３号、番号４について報告致します。 

５月１２日に事務局より調査依頼があり、５月２２日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

譲渡人の●●●●さんは、相手方要望のため農地を譲受し、譲受人の●●●● ●●●●さんは

新規の農地所有適格法人要件に該当するのため今回の申請となりました。 

権利を取得する、●●●● ●●●●さんの構成員、所有地及び経営地の状況は記載のとおり確

認致しました。 

●●●●さんが申請地を譲受後、農地すべてについて、耕作を行い、農作業に常時従事するかに
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ついても、申請書に記載されたとおり確認しましたので、農地すべてについて耕作に常時従事する

と認められます。 

また経営農地面積は申請地を含め約５．１ｈａとなりますので、下限面積要件は満たしておりま

す。 

権利取得後に農作業に従事し、耕作することによる周辺農地への影響はなく、効率的かつ総合的

に利用されると認められます。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号に該当せず、要件を満たしておりますので、許可につ

いては問題ないと判断致します。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号４について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました８番・大泉君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

 （｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号４については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１９３号、内容４件は原案可決されました。 

 

◎議案第１９４号 

○会長（佐 日出夫君） 日程第９。議案第１９４号、農地法第４条の規定による許可申請につい

て、内容１件を議題と致します。 

番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第１９４号について説明させていただきます。 

 農地法第４条の規定による許可申請について、農地法第４条の規定による農地転用の許可申請が

あった下記の件について、意見を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり１件であります。 

 番号１。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字中チャンベツ原野１９４－６の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１，６７８．８２㎡外１筆、合計面積は３，３５３．８４㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 転用目的は、Ｄ型育成牛舎・フリーストール牛舎増築・作業スペースとなっております。 

 転用計画内容、期間、許可日の日から永久。 
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 Ｄ型育成牛舎、５８３．２０㎡。 

 フリーストール牛舎増築、１６９．９８㎡。 

 作業スペース、２，６００．６６㎡。 

 調査委員は、橘委員、津野委員、甲斐委員となっております。 

 番号１につきましては甲斐委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐 日出夫君） ６番・甲斐君。 

○６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

 議案第１９４号、番号１について報告致します。 

 ５月１２日に事務局より調査の依頼があり、５月２１日に津野委員、橘委員と事務局より小幡係

長、大河原主事と私で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は、参考資料の２１ページから２４ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 申請者は、●●で営農する●●●●さんが、農業用施設の建設をするため農地の永久転用を申請

するものです。 

 この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は、記載のとおり確

認しています。 

 農地区分は、農振農用地区域内にある農地と判断致します。 

 転用しようとする内容及び転用目的、転用計画については、記載のとおり確認しています。 

 実行性、信用力については、転用にかかわる行為を遂行できると認められ、転用面積についても

妥当な面積と判断致します。 

 周辺農地へ及ぼす被害や支障等は認められません。 

 農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、今後も営農を続けるうえで必要なものであること

から、この転用については問題ないと判断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（佐 日出夫君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました６番・甲

斐君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第１９４号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第１９５号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１０。議案第１９５号、農地法第５条の規定による許可申請につ

いて、内容１件を議題といたします。 

 番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 
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 議案第１９５号について説明させていただきます。 

 農地法第５条の規定による許可申請について、農地法第５条の規定による農地等転用のための権

利移転（設定）の許可申請があった下記の件について、意見を求めるものであります。 

許可を受けようとする土地の表示については、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字西標茶４６－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７，２０２．２２㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 契約内容、使用貸借。 

 転用目的、スタック整備事業。 

 転用計画内容、期間、許可日から永久。 

 スタック、１，４４０㎥。 

 作業スペース、５，７６２．２２㎡。 

 調査委員は、平間委員、高松委員、澁谷委員となっております。 

調査結果につきましては平間委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １０番・平間君。 

○１０番（平間 清君） １０番・平間です。 

議案第１９５号、番号１について報告いたします。 

５月１２日に事務局より調査の依頼があり、５月２０日に澁谷委員、高松委員と私、事務局より

小幡係長、大河原主事で現地調査を行ってまいりました。 

申請地は参考資料の１０ページから１３ページに記載されていますのでご覧下さい。 

申請者は、●●で営農している●●●●さんで、貸主の●●●●さんの土地に、農業用施設の建

設を目的とした、永久転用の申請をするものです。 

この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は記載のとおりと確

認しております。 

農地区分は、農振農用地区域内の農地と判断致します。 

転用しようとする契約内容及び転用目的、転用計画については記載のとおりと確認しています。 

実行性、信用力については、転用に係る行為を遂行できると認められ、転用面積についても妥当

な面積と判断致します。 

周辺農地へ及ぼす被害や支障等は認められません。 

農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、今後も営農を続ける上で必要な施設の建設である

ことから、この転用については問題ないものと判断致しました。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐 日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました１０番・平間君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 
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○会長（佐 日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第１９５号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第１９６号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１１。議案第１９６号、農用地利用集積計画の作成の要請につい

て、内容１８件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

（●●●●君退席） 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 議案第１９６号について説明させていただきます。 

農用地利用集積計画の作成の要請について、下記の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促

進法第１５条第４項の規定により、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められるので、標茶町

長に農用地利用集積計画の作成を要請することについて議決を求めるものであります。 

 作成を要請する農用地利用集積計画は、別紙のとおり１８件であります。 

 番号１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野２２線東１３－２。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、３５，６４３㎡。 

 利用権設定等の種類、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容、採放地。 

 成立する法律関係、売買。 

 所有権移転の時期、令和２年５月２８日。 

 対価の支払期限、令和２年６月３０日。 

土地の引渡時期、対価の支払日。 

価格、１７８，０００円。 

支払方法は、指定口座振込となっております。 

なお、番号１については、あっせん案件ですので、あらためての調査は行っておりません。 

以上です。 

〇会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 
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（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

 続いて、番号２を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

番号２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野２２線東２３。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、４８，６３３㎡。 

 利用権設定等の種類、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、売買。 

 所有権移転の時期、令和２年５月２８日。 

 対価の支払期限、令和２年６月３０日。 

土地の引渡時期、対価の支払日。 

価格、２５１，０００円。 

支払方法は、指定口座振込となっております。 

なお、番号２については、あっせん案件でありますので、改めての調査は行っておりません。 

以上です。 

〇会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号２について事務局の説明を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

続いて、番号３を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 
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○振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別４２６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５５，７５８㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年５月３１日から令和１２年５月３０日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年５月３１日。 

金額は、年間１７８，４２５円。 

支払方法、毎年１１月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、番号３につきましては、大泉委員に調査を依頼しておりますので報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ８番・大泉君。 

〇８番（大泉義明君） ８番・大泉です。 

議案第１９６号、番号３について報告致します。 

５月１１日付けで事務局より調査依頼があり、５月２４日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断しました。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号３について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました８番・大泉君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については原案可決されました。 

続いて、番号４を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 

○振興係長（不藤さとみ君） はい。 
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 番号４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和１２４－４の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２，９２２㎡外６筆、合計面積５９，０５６㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年５月２８日から令和５年５月２７日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年５月２８日。 

金額は、年間１８８，９００円。 

支払方法は、毎年１２月末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号４につきましては、大泉委員に調査を依頼しておりますので報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ８番・大泉君。 

〇８番（大泉義明君） ８番・大泉です。 

議案第１９６号、番号４について報告致します。 

５月１１日付けで事務局より調査依頼があり、５月２４日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手方の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号４について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました８番・大泉君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号４については原案可決されました。 

 続いて番号５を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 
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 番号５。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野２９－２。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、１２，８５１㎡外４３筆、合計面積は７５０，１０１㎡。 

 利用権設定等の種類、使用貸借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、使用貸借。 

 利用権の期間は、令和２年５月２８日から令和１２年５月２７日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年５月２８日。 

金額は、無償。 

支払方法、なし。 

番号５につきましては、嶋中委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ５番・嶋中君。 

〇５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

議案第１９６号、番号５について報告致します。 

５月１１日付けで事務局より調査依頼があり、５月１７日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の使用貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

この使用貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号５について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました５番・嶋中君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号５については原案可決されました。 

続いて番号６を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 
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〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ４７２－７の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、６５，０００㎡外１０筆、合計面積４０３，８６３㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間、令和２年５月２８日から令和７年５月２７日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年５月２８日。 

金額、年間４３０，０００円。 

支払方法、毎年１２月末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号６につきましては、嶋中委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ５番・嶋中君。 

〇５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

議案第１９６号、番号６について報告致します。 

５月１１日付けで事務局より調査依頼があり、５月１７日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号６について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました５番・嶋中君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号６については原案可決されました。 

 お諮り致します。 

 番号７から番号８まで内容２件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 
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（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

よって、番号７から番号８まで内容２件を一括議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野２２－２の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１４，４２３㎡外３１筆、合計面積２０３，３４８㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間、令和２年５月２８日から令和７年５月２７日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年５月２８日。 

金額、年間４０６，６９６円。 

支払方法、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、番号８につきまして、利用権の設定等を受ける者、利用権設定等の種類、利用権設定等の

内容、成立する法律関係、利用権の期間、土地の引渡時期、支払方法が番号７と同じでありますの

で、説明を省略させていただきます。 

番号８。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野西４線７０－４の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５２，７９２㎡外４筆、合計面積１３０，８４３㎡。 

 金額は、年間４１８，６９７円となっております。 

番号７及び８につきましては、嶋中委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ５番・嶋中君。 

〇５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

議案第１９６号、番号７、８について報告致します。 

５月１１日及び５月１３日付けで事務局より調査依頼がありまして、５月１７日に現地調査を行

ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さん、●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 
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以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号７から番号８まで内容２件について事務局の説明、並

びに現地調査にあたられました５番・嶋中君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号７から番号８まで内容２件については原案可決されました。 

続いて番号９を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号９。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１２線西９－１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、１９，０８５㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間、令和２年５月２８日から令和５年５月２７日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年５月２８日。 

金額は、年間６１，０００円。 

支払方法、毎年８月末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号９につきましては、森田委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ７番・森田君。 

〇７番（森田享子君） ７番・森田。 

議案第１９６号、番号９について報告致します。 

５月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、５月１２日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け、自給飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 
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た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号９について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

ました７番・森田君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号９については原案可決されました。 

続いて番号１０を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１０。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●

●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ８０９－２。 

 地目、登記簿、山林。 

現況、畑。 

 面積、２０，１８３㎡外１１筆、合計面積３０５，２８３．４９㎡となっております。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間、令和２年５月３１日から令和１２年５月３０日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年５月３１日。 

金額、年間４４０，０００円。 

支払方法、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号１０につきましては、高松委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ２番・高松君。 

〇２番（高松俊男君） ２番・高松です。 

議案第１９６号、番号１０について報告致します。 

５月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、５月１９日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●● ●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 
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この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１０について事務局の説明、並びに現地調査にあたら

れました２番・高松君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１０については原案可決されました。 

 お諮り致します。 

 番号１１から番号１５まで内容５件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１１から番号１５まで内容５件を一括議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ５６０－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、６，８２４㎡外１２筆、合計面積７１，９０９㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間、令和２年６月１日から令和７年５月３１日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月１日。 

金額、年間１８０，０００円。 

支払方法、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、番号１２から番号１５まで、利用権の設定等する者、利用権設定等の種類、利用権設定等

の内容、成立する法律関係、利用権の期間、土地の引渡時期、支払方法が番号１１と同じでありま

すので、説明を省略させていただきます。 
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番号１２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ６００－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２９，１２５㎡。 

 金額、年間９０，２８７円。 

番号１３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ７５５－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５５，０２１㎡。 

 金額、年間１７０，５６５円。 

番号１４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ７６６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５４，７５５㎡外５筆、合計面積１１６，３１６㎡。 

 金額、年間２１２，５００円。 

番号１５。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ７６７。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２８，４２６㎡。 

金額、年間４５，０００円となっております。 

なお、番号１１から番号１５につきましては、高松委員に調査を依頼しておりますので報告お願

い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ２番・高松君。 

〇２番（高松俊男君） ２番・高松です。 

議案第１９６号、番号１１から番号１５について報告致します。 

５月１３日付けで事務局より調査依頼がありまして、５月１９日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さん、●●●●さん、●●●●さん、●●●●さん、●●●●さんは、農地を借

受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１１から番号１５まで内容５件について事務局の説明、
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並びに現地調査にあたられました２番・高松君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１１から番号１５まで内容５件については原案可決されました。 

続いて番号１６を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野７１８－２９。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４９，４４８㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年５月２８日から令和７年５月２７日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年５月２８日。 

金額は、年間１５８，０００円。 

支払方法、毎年１２末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号１６については、笛木委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

〇１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

議案第１９６号、番号１６について報告致します。 

５月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、５月１９日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 
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○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１６について事務局の説明、並びに現地調査にあたら

れました１４番・笛木君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１６については原案可決されました。 

 お諮り致します。 

 番号１７から番号１８まで内容２件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１７から番号１８まで内容２件を一括議題と致します。 

 なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

（●●●●君退席） 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字チャンベツ原野東１線１３－４の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１，７５３㎡外１６筆、合計面積１４６，８０５㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年５月２８日から令和７年５月２７日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年５月２８日。 

金額、年間３６７，０１２円。 

支払方法、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

なお、番号１８につきまして、利用権の設定等をする者、利用権設定等の種類、利用権設定等の

内容、成立する法律関係、利用権の期間、土地の引渡時期、支払方法が番号１７と同じであります

ので、説明を省略させていただきます。 

番号１８。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上チャンベツ原野東３線東３１の内。 
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 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１７，９７３㎡外３筆、合計８１，７１７㎡。 

 金額は、年間８１，７１７円となっております。 

なお、番号１７及び番号１８につきましては、類瀨委員に調査を依頼しておりますのでより報告

お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １１番・類瀨君。 

〇１１番（類瀬正幸君） １１番・類瀨です。 

議案第１９６号、番号１７から番号１８について報告致します。 

５月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、５月１５日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さん、●●●●さんは、農地を借受け、粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１７から番号１８まで内容２件について事務局の説明、

並びに現地調査にあたられました１１番・類瀨君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１７から番号１８まで内容２件については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１９６号、内容１８件は原案可決されました。 

  

    ◎閉議の宣告 

○会長（佐瀨日出夫君） これをもちまして、第３６標茶町農業委員会総会に付議されました案件

の審議は、全部終了致しました。 

 

◎閉会の宣告 

○会長（佐瀨日出夫君） 第３６回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 どうも御苦労さまでした。 

 

（午前１１時４４分閉会） 


